
 
    
    邑楽町教育研究所 ふれあい教室 

 
 
□開 設         平成10年４月１日 
□代表者職氏名  所長  小林 淳一  
□所在地         〒370-0603 邑楽郡邑楽町中野3197(邑楽町共同福祉施設) 
□電話／ＦＡＸ TEL(0276)88-9779（直通） 
 
 
１ 運営の目的                               （３）日時程 
 不登校の状態を示す児童生徒の悩みや不安を軽 
減し、自主性・自律性・社会性の育成を援助する 
と共に、在籍校や保護者との連携を図りながら、 
個に応じて段階的な支援活動を行い、児童生徒の 
社会生活への適応や社会的自立を目指す。 
 
２ 令和８年度の職員の構成・分担 

  時 間 主な活動内容  
 9:00~ 9:15 
 
 9:15~12:00 
 
 
12:00~13:00 
 
13:00~15:00 
 
 
15:00~15:30 

 ○ 朝の会 
 
  ○  個別学習 
  （個に応じた学習） 
 
  ○  昼食・休憩 
 
 ○ ふれあい活動 
  （軽スポーツや製作活動） 
 
 ○ 清掃・帰りの会 

       職  員     業 務 内 容  
 所 長（教育長） １ 総 括 
 指導主事      ２ 渉外・指導全般 
 教育相談員    １ ・教育相談 

・学校・保護者との 
連携 

                     
    

ふれあい教室指導員２ ・児童生徒への直接 
指導 
・学習・生活指導  

３ 入室対象及び受け入れ状況 
（１）入室対象  
 邑楽町内の小中学校に在籍する不登校または 
不登校傾向の児童生徒で、本人及び保護者が入 
室を希望し、通室が適切であると認められた者。 
 
（２）受け入れ状況（令和７年度） 
 小学生 ２名 中学生 ２名  計４名 
 
４ 開設状況  
（１）開設日時 
 学校の休業日を除く月曜日～金曜日 
   ９：００～１５：３０ 
 
（２）開設期間 （令和８年度 ４月１日現在） 
１学期 ４月 ７日～ ７月１７日 
２学期 ９月 １日～１２月２４日 
３学期  １月 ７日～ ３月１２日（中３） 
           ３月２４日（小６） 

３月２６日（その他学年） 

 ４月  始業式 

 ５月  野外散策・調理実習  
軽スポーツ 

 ６月  軽スポーツ 
製作活動 

 ７月  隣接市町と合同活動 

 ８月  夏季休業 

 ９月  製作活動・隣接市町と合同活動 

１０月 調理実習・製作活動 

野外体験活動（太田市） 

１１月  館林向井千秋記念科学館での活動 

（４）主な行事予定 (令和８年度) 



 
 
 
１２月 

 
 調理実習 
 

   ６ 学校、家庭及び関係機関との連携 
（１）学校との連携 

     ○通室している児童生徒の在籍校との連携 
     に努める。 
・担任の空き時間を利用したふれあい教室

    への定期的な訪問  
・児童生徒へのタイミングのよい言葉かけ

と情報交換 
・学校行事に沿った声かけと支援 
・相談員、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーとの連携 

  １月 野外体験活動（太田七福神巡り） 

  ２月  調理実習 

 ３月  お別れ会・ふれあい教室修了式 
 

５ 入室・退室の進め方 
（１）入室の手続き              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                        
 
 
  
  
（２）退室の手続き 
・再登校した場合は退室届は保護者や学校には出さない。 
・年度を超えて通級の場合も入室願書を再度、提出する。 
 
 

（２）家庭との連携 
○来室できない児童生徒へのアプローチ 
○保護者への支援 
○家庭訪問・面談等によるきめ細やかな連携 

（３）関係機関との連携 

○それぞれのケースについて必要に応じて町

健康づくり課・子ども支援課・民生委員・家

庭支援員等との連携 

○児童館、図書館などとの連携 
 

７ 特色ある活動 
（１）地域の自然環境を活用した体験活動 

  年間を通して、多々良沼や緑化センター、冬
季の白鳥オリエンテーリング等、四季折々の

自然を観察する。これらの体験活動を通して、

自主性や責任感、自己肯定感を育み、自信を

持てるようにする。 

（２）近隣の市町の教育支援センターとの合同野外

体験活動 
・館林向井千秋記念科学館における科学的活

動や東毛少年自然の家での野外体験活動 
                                 

②体験通級 

① 相 談 
・ふれあい教室見学 
 

③入室願書 
・保護者はふれあい教室入室願書を校長 
  に提出する 

相談受付 

⑦入室承諾書 
・教育研究所長は校長、保護者に入室の 
  承諾を通知する 
 

⑥入室決定 

④入室依頼書 
・校長は入室依頼書を教育研究所長に提出 

⑤入室判定会議 
・校長は所長及び担当者と入室について協 
 議する 

【調理実習】 

【ふれあい教室の様子】 


